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(57)【要約】
　手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置は、分注され
る液体の貯蔵部（２０）および容器の内部の空気が充填
される、容器（２）であって、底部（６）、上部（５）
、および前記底部と前記上部との間の側壁（７）を含む
、容器（２）、および容器の充填に使用可能な、容器の
上部において開口部（４）を密閉する、蓋（３）であっ
て、浅い窪み部（１５）がその上部側面に設けられ、そ
の中心に、凹部を有する皿状空洞部（２１）および蓋の
前記皿状空洞部の領域における吐出開口部を含み、さら
に容器に収容される液体の前記貯蔵部から前記凹部を有
する皿状空洞部に液体を供給するためのチューブ（２２
）が設けられた、蓋（３）を含む。前記チューブは、前
記凹部を有する皿状空洞部（２１）の底から伸長する外
側上部分（２２ａ）、および前記外側上部分から、容器
に収容される液体の貯蔵部へと下方に伸長する内側部分
（２２ｂ）を有している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置であって、該手動の要求量送達の液体ポンプ分
注装置は、
　分注される液体の貯蔵部（２０）および容器の内部の空気が充填される、容器（２）で
あって、底部（６）、上部（５）、および前記底部と前記上部との間の側壁（７）を含む
、容器（２）、および
　容器の充填に使用可能な、容器の上部において開口部（４）を密閉する、蓋（３）であ
って、浅い窪み部（１５）がその上部側面に設けられ、その中心に、凹部を有する皿状空
洞部（２１）および蓋の前記皿状空洞部の領域における吐出開口部を含み、さらに容器に
収容される液体の前記貯蔵部から前記凹部を有する皿状空洞部に液体を供給するためのチ
ューブ（２２）が設けられた、蓋（３）、を含み、
ここで、前記チューブが、前記凹部を有する皿状空洞部（２１）の底から伸長する外側上
部分（２２ａ）、および前記外側上部分から、容器に収容される液体の貯蔵部へと下方に
伸長する内側部分（２２ｂ）を有している、手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項２】
　チューブ（２２）の外側上部分（２２ａ）が、皿状空洞部の深度に少なくともほぼ一致
する長さを有している、請求項１に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項３】
　チューブ（２２）の外側上部分（２２ａ）が、皿状空洞部の深度と等しい長さを有して
いる、請求項１に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項４】
　チューブの内側部分（２２ｂ）が、その中心における容器の底（２３）からの距離で終
端し、その距離が、チューブの外側上部分（２２ａ）の長さに少なくともほぼ一致してい
る、請求項３に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項５】
　容器が、該装置の中心軸（８）の方向に圧縮可能である、請求項１に記載の手動の要求
量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項６】
　蓋（３）が、剛性材で作られており、該装置の中心軸の方向に圧縮可能でない、請求項
１に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項７】
　容器壁が、前記中心軸に沿った垂直面での断面図で見られるように波形であることによ
って、容器が圧縮可能である、請求項５に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置
。
【請求項８】
　波形の容器壁が環状壁部分（１２、１３、１４）を含み、これらが、容器の非圧縮状態
で、前記中心軸に垂直な平面において平行である、請求項６に記載の手動の要求量送達の
液体ポンプ分注装置。
【請求項９】
　前記環状壁部分（１２、１３、１４）が、容器の圧縮状態で、前記中心軸に垂直ではな
いが、変形されている、請求項７に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項１０】
　手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置であって、
　分注される液体の貯蔵部（２０）および容器の内部の空気が充填される、容器（２）で
あって、底部（６）、上部（５）、および前記底部と前記上部との間の側壁（７）を含む
、容器（２）、および
　容器の充填に使用可能な、容器の上部において開口部（４）を密閉する、蓋（３）であ
って、浅い及び凹部を有する皿状空洞部（２１）および蓋の前記皿状空洞部の領域におけ
る吐出開口部がその上部側面に設けられ、さらに容器に収容される液体の前記貯蔵部から
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前記凹部を有する皿状空洞部に液体を供給するためのチューブ（２２）が設けられた、蓋
（３）、を含み、
ここで、容器が該装置の中心軸（８）の方向に圧縮可能であり、蓋（３）が、剛性材で作
られており、該装置の中心軸の方向に圧縮可能でない、手動の要求量送達の液体ポンプ分
注装置。
【請求項１１】
　容器壁が、前記中心軸に沿った垂直面での断面図で見られるように波形であることによ
って、容器が圧縮可能である、請求項１０に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装
置。
【請求項１２】
　波形の容器壁が環状壁部分（１２、１３、１４）を含み、これらが、容器の非圧縮状態
で、前記中心軸に垂直な平面において平行である、請求項１１に記載の手動の要求量送達
の液体ポンプ分注装置。
【請求項１３】
　前記環状壁部分（１２、１３、１４）が、容器の圧縮状態で、前記中心軸に垂直ではな
いが、変形されている、請求項１２に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置。
【請求項１４】
　容器が、底（２３）と前記環状壁部分（１２、１３、１４）の１つである環状壁部分（
１４）とを有する底部（６）、および上部壁部分（１２）および下部壁部分（１３）を有
する環状突出部（９）を含み、前記上部壁部分および前記下部壁部分が、前記環状壁部分
（１２、１３、１４）の２つである、請求項１３に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ
分注装置。
【請求項１５】
　該装置の幅がその高さより大きく、前記底部（６）の容積が、容器（２）の全容積の５
０％を超える容積に相当する、請求項１４に記載の手動の要求量送達の液体ポンプ分注装
置。
【請求項１６】
　環状壁部分（１２、１３、１４）の少なくとも１つが、容器（２）の最大幅、即ち、最
大直径の少なくとも１０％までになる幅を有している、請求項１２に記載の手動の要求量
送達の液体ポンプ分注装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手動の要求量送達の（ｄｅｍａｎｄ ｄｅｌｉｖｅｒｙ）液体ポンプ分注装
置に関する。具体的には、本発明は、特に手洗いスタンドでの食器ブラシを用いる手動の
ディッシング（ｄｉｓｈｉｎｇ）に関連して有用な分注装置を提供することを目的とする
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、食器ブラシでの手動のディッシングに関して、液体食器洗剤が、プラスチックボ
トルから皿洗い容器またはシンクへと手動で吐出されるが、それは時に多すぎたり、少な
すぎたり、適正量はまれである。いくらかの液体食器洗剤を食器ブラシ上に時々直接分注
することも慣習的であるが、その単純な手順でさえ、適正量の洗剤の供給に関する限り、
困難が伴う。
【０００３】
　ＵＳ ２ ７５２ ０６９は、分注される液体が供給される及び空気が中に充填される容
器を開示し、前記容器は、下部、容器を満たすことに使用可能な開口部を密閉する蓋を含
む上部、および前記下部と前記上部との間の側壁を含み、該蓋には、浅い及び凹部を有す
る皿状部分および該蓋の前記皿状部分の底に吐出開口部が設けられ、さらに、容器に収容
される液体の貯蔵から前記凹部を有する皿状部分に液体を供給するための導管が設けられ
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ている。この先行技術のディスペンサーは、特に病院、医院などにおいて使用されるよう
に設計され、ここで少量のアルコールまたは他の表面薬剤の頻繁な及び繰り返しの使用が
必要とされる。これはまた、美容院および理髪店において液体化粧品を分注するために使
用され得る。典型的に、脱脂綿の詰め物などの吸収材料の詰め物またはボールは、蓋の皿
状部分に置かれ、ここで液体は脱脂綿の詰め物によって吸い上げられる。代替的に、過剰
液が、今後の使用のために容器へと排出されて戻される。
【０００４】
　原則として、ＵＳ ２ ７５２ ０６９に開示されるタイプのディスペンサーはまた、液
体食器洗剤を用いて食器ブラシを湿らせるために使用され得る。その場合、食器ブラシは
、ディスペンサーの上部に、より具体的には凹部を有する皿状部分の領域におけるディス
ペンサーの上部に押し付けられ得、その結果、蓋は変形され、かなりの量の（ａｎ ａｍ
ｏｕｎｔ ｏｆ）液体洗剤が押し上げられ、凹部を有する小さな窪み部（ｂａｓｉｎ）を
満たし、ブラシを湿らせる。しかしながら、使用時の食器ブラシは清潔ではない。それ故
、食器ブラシが、この先行技術のタイプのディスペンサーによって湿らせられるたびに、
粉々にされた食物残渣、すす及びあかなどの幾つかの不純物が、凹部を有する皿状部分に
堆積され、凹部を有する皿状部分に残る過剰液と一緒に容器へと排出されて戻される。そ
のような汚染液体は、容器へと繰り返し排出されて戻され、不純物は、連続的にそこに集
まり、単に容器中の液体を汚すだけでなく、最終的に無用なものとしてしまう。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、食器ブラシによる手動の食器洗いに関連して特に有用である改善され
た液体分注装置を提供するために上述の問題に対処することである。この及び他の目的は
、容器に収容される液体の貯蔵部から前記凹部を有する皿状部分に液体を供給するための
上述の導管が、前記凹部を有する皿状部分の底から上方に伸長する外側上部分、および前
記上部分から容器に収容される液体へと下方に伸長する内側部分を有している。本発明の
他の特徴、目的および利点は、以下の説明および添付の請求項から明白になる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本発明の以下の説明では、添付の図面が参照される。
【０００７】

【図１】図１は、本発明による組み立てられた液体分注装置の一実施形態の斜視図である
。
【図２】図２は、分解された分注装置の斜視図であり、部分Ａは蓋を示し、部分Ｂは分注
装置に含まれる容器を示す。
【図３】図３は、底部の一部が部分的に断面で示される、組み立てられた装置の側面図で
ある。
【図４】図４は、その対称中心線に沿った断面図での蓋を示す。
【図５】図５のＡおよびＢは、発明の装置に含まれる容器が、どのように装置の中心軸（
８）の方向に圧縮されるかを例証している。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面では、手動の要求量送達の液体ポンプ分注装置が、一般に（１）と指定される。こ
れは、容器（２）と、短い首部（５）の形態の上部の端部において容器開口部（４）を密
閉する蓋（３）とから成る。前記上部／首部（５）上に、外ねじ（１８）が提供され、こ
れは蓋（３）における内ねじ（１７）と協働するように適合され、その結果、蓋（３）は
、容器開口部（４）の密封または容易な詰め替えのために容器にねじで留められ得る。
【０００９】
　容器（２）は、ポリエステル系の熱可塑性ポリマー樹脂で作られている。最も便利なこ
とに、これは、半剛性から剛性であり得る及び典型的に食物および他の液体用の容器にお
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いて使用される、透明なポリエチレンテレフタレート（一般にＰＥＴと略される）で作ら
れている。容器（２）は、容器の上部にある首部（５）、底部（６）、および前記底部（
６）と前記上部または首部（５）との間の側壁（７）を含む（図５のＡ）。ＰＥＴ材は、
半剛性から剛性であるため、相応して低い弾性を有する。それ故、本発明の装置をポンプ
として使用することが可能となるため、側壁（７）は、上部／首部（５）が底部（６）の
方へ押されるときに、容器（２）を同時に広げることなく、容器（２）の軸方向に圧縮可
能であるように設計されている。底部（６）の容積は、本発明の開示された実施形態にお
いて、容器（２）の全容積の５０％を超える容積（約７０％）に相当する。
【００１０】
　図５のＡで示されるように、側壁（７）の外表面および内表面は、容器（２）の中心軸
（８）を中心に回転される蛇行状のラインによって作り出された表面として幾何学的に定
義される。より具体的には、容器の側壁（７）は、上部／首部（５）の下に環状突出部（
９）を有し、突出部（９）と底部（６）との間に顕著な（ｐｒｏｎｏｕｎｃｅｄ）ウエス
ト部分（１０）を有している。上下に、環状突出部（９）の環状表面および壁部分が、そ
れぞれ（１２）および（１３）と指定される。底部（６）は、その軸方向でのようにその
半径方向でも環状突出部（９）よりはるかに大きく、その容積に関しても大きい。実際に
、底部の容積は、容器（２）の全容積の５０％を超える容積に相当する。底部（６）はま
た、環状突出部（９）より広い。これは、底部（６）の環状の上部壁部分（１４）が、環
状突出部（９）の上部壁部分（１２）および下部壁部分（１３）より広いことも意味して
いる。図５のＡからも明白なように、ウエスト部分（１０）の領域における容器壁（１１
）の伸長は、非常に短く、その軸方向の伸長における容器（２）の側壁（７）の全長の高
々１０％に相当するだけである。
【００１１】
　ここで図５のＡを参照すると、上部（５）が底部（６）の方へ押されるとき、すべての
環状壁部分（１２）、（１３）および（１４）は、ある程度まで変形される、つまり、状
況に応じて上方または下方に曲げられる。これらすべての変形は、ある程度までの容器の
側壁（７）の圧縮を引き起こし、これは、下部壁部分（１３）がその半径方向により大き
く伸長しているため、下部壁部分（１３）に関する限り特に当てはまる。それ故、容器の
環状壁部分（１２）、（１３）および（１４）の変形のため、本発明の装置は、蓋（３）
によって閉められるときに、以下に説明される目的のためにポンプとして使用され得る。
しかしながら、まず、蓋（３）、その設計、その使用およびその動作モードを説明する。
【００１２】
　蓋（３）は剛性タイプのポリマー材料から成る。好適な材料は、例えばポリエチレンで
あるが、他の材料も利用されてもよい。あらゆる蓋のように、定義によるその目的は閉止
である。本発明の場合では、蓋（３）は、取り外されるときに容器（２）を液体洗剤で充
填するために使用される開口部（４）を密閉するものとする。しかしながら、それは蓋の
ただ一つの目的ではない。蓋の別の目的は、液体食器洗剤を食器ブラシに分配するための
窪み部（１５）を形成することである。とりわけ、その目的のために、蓋は、その閉止機
能にただ必要とされる以上に広い。蓋はまた、容器が、液体洗剤（２０）（図３）を容器
から窪み部（１５）へ汲み上げるためのポンプとして働くときに、容器に押し付けられる
と撓まれない又は他の方法で変形しないために、その閉止機能に必要とされる以上により
堅くなる。そのため、蓋（３）は、２つの下方に向けられたフランジを有し；その１つは
、容器首部（５）上の外ねじ（１８）と一致する内ねじ（１７）を有する内フランジ（１
６）であり、もう１つは、蓋（３）の剛性および非可撓性を高める外フランジ（１９）で
ある。実施形態によると、丸みを帯びた上部（２４）を介して前記外フランジ（１９）ま
で伸長する、蓋（３）は、容器（２）の底部（６）と少なくとも同じくらい広いか又はそ
れより広く、外フランジ（１９）は、前記内ねじ（１７）が設けられている内フランジ（
１６）の長さより長い軸方向の長さを有している。
【００１３】
　その中心で、蓋（３）は、窪み部（１５）の中心において、以下にカップ（２１）とし
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て言及される、浅い空洞部（２１）を形成する、凹部を有している。カップ（２１）の幅
（直径）は、窪み部（１５）の全幅の約１／３である。容器（２）における液体洗剤の貯
蔵部（２０）から蓋（３）上の浅い空洞部（２１）への液体洗剤の輸送のための導管を形
成する、チューブ（２２）は、以下の２つの部分を有している；前記凹部を有する皿状空
洞部（２１）の底から伸長する外側上部分（２２ａ）、および前記外側上部分から、容器
に収容される液体洗剤の貯蔵部（２０）へと下方に伸長する内側部分（２２ｂ）。開示さ
れた実施形態（図３）によると、容器が、蓋によって閉められるが、押されないときに、
内側部分（２２ｂ）は、容器（２）の底（２３）からの短距離ｄ１で終端する。さらに、
本発明によると、外側上部分（２２ａ）は、その中心におけるカップ（２１）の底からの
距離ｄ２で終端し、前記距離ｄ２はカップ（２１）の深度と等しい。カップ（２１）のま
わりで、蓋（３）の丸みを帯びた上部（２４）から下ってカップ（２１）の周囲まで、窪
み部（１５）は、カップ（２１）を囲み、円錐台として幾何学的に定義され得る、縁部（
２５）として以下に言及される、環状部分を含んでいる。縁部（２５）の領域における窪
み部の底面（２０）は、約１２°の傾斜角で傾斜している。以下に説明される理由で、縁
部（２５）の外径ｄ１は、カップ（２１）の直径ｄ２より少なくとも２倍大きい。最も好
適には、それは約３倍大きい。しかしながら、これは、装置（１）の全高に影響を及ぼす
。その相当な幅を考慮すると、装置の合計サイズが不都合に大きくなるべきではないとい
う理由だけでなく、装置が安定しており、それにより、装置がひっくり返るリスクなしで
、食器ブラシが蓋に対して押し付けられることが可能になるために、装置の全高は、その
幅より低くあるべきである。
【００１４】
　本発明の装置は、上に記載されるように、以下の方法で機能する。液体洗剤の貯蔵部（
２０）は、開放された開口部（４）を通って容器（２）に供給され、その後、容器は、蓋
（３）を容器の上部／首部（５）にしっかりとねじで留めることによって閉められる。チ
ューブの部分（２２ｂ）は、容器底部（２３）からの前記距離ｄ１まで液体洗剤の貯蔵部
（２０）へと沈められる。ここで、容器（２）の蓋（３）および上部（５）は、食器ブラ
シまたは手によって底部（６）へと押し下げられる。これによって、環状突出部（９）の
環状壁部分（１２）および（１３）、および特に容器の底部（６）の環状の、より広い上
壁（１４）は変形させられる（図５のＢ）。これらの変形によって、容器（２）の側壁（
７）は圧縮され、したがって、容器の容積は減少される。これによって順に、かなりの量
の液体洗剤が、容器（２）における液体洗剤の貯蔵部（２０）からチューブ（２２）にお
ける導管を通って最端部までずっと押し上げられ（汲み上げられ）、チューブの上部（２
２ａ）の最上部からカップ（２１）の中に空けられる。
【００１５】
　チューブ（２２）の外側上部分（２２ａ）が、空洞部（２１）の深度にほぼ一致する、
カップ（２１）の底の上の距離を伸長するため、カップ（２１）に液体が過充填されてい
ない限り（通常されていない）、前記外側上部分（２２ａ）は、逆止弁（ｂａｃｋ ｖａ
ｌｖｅ）として機能する。カップ（２１）を液体洗剤で過充填してしまうリスクを予防す
る又は減少させるために、チューブ（２２）の下端と容器底部（２３）との間の距離ｄ１
は、かなり短く、適切にはチューブの外側上部分（２２ａ）の長さと同じ長さである。
それ故、容器（２）の蓋（３）および上部（５）が、たとえ最大限下方に押されても、少
量の液体洗剤のみがカップ（２１）に入れられ、外側上部分（２２ａ）の上方端に画定さ
れた限界を超えない。実際に、液体洗剤が、食器ブラシによって窪み部（１５）に広げら
れ、そこで、液体洗剤で適切に湿らせられた食器ブラシによって洗浄される対象に適用さ
れる前に、食器ブラシと効率的に接触させられるため、食器ブラシによるほとんどのディ
ッシング（ｄｉｓｈｉｎｇ）操作には、たった少量の液体洗剤で十分である。食器ブラシ
を、窪み部（１５）においてあちこちに動かして、中心のカップ（２１）に供給された液
体洗剤で十分に湿らすが、同時に、液体洗剤の他に食物残渣および汚れた洗い水が飛び散
るのを避けることを可能にするために、窪み部（１５）は、十分ではあるが、大きすぎな
い幅を有するべきである。８～１２ｍｍの幅が適切である。
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【００１６】
　窪み部（１５）が、ラード、グリースまたは他のものなどの、食物残渣で徐々に汚され
ると考えられる。しかしながら、それは通常生じない。しかし、生じたとしても、それら
を最終的なディッシング操作として除去するのは容易だろう。これに関連して、有害な量
の水が、汚れていようが汚れていまいが、チューブ（２２）を通って容器へと下って流れ
るリスクを抱えることなく、必要であれば、熱水で窪み部（１５）を洗い流すこともかな
り可能であり、なぜなら、この場合においてさえ外側上部分（２２ａ）が防止弁として働
くからであることが言及されるべきである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図４】

【図５】
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